
様式第２－３ 

地域少子化対策強化事業計画書（市町村分） 
 

都道府県名 三重県           

市 町 村 名  多気町 

事 業 名 多気町地域少子化対策強化事業 

事業の趣旨・目的 
当町の少子化対策の強化を目的とし、結婚・妊娠・出産・育児とライフステージが変わっていく中、安心して子

育てができる仕組みを構築することを目的とする。 

実 施 期 間  交付決定後 ～ 平成２７年３月３１日 

所 要 見 込 額  １１７,０００円 

地域の実情と課題 
当町の合計特殊出生率はここ5年間1.3程度という非常に低い水準で推移しており少子化問題は喫緊

の課題である。そのため出逢いの場を提供し、結婚して本町で安心して子育てができ、定住し、またそ

の子ども達が本町で結婚し、定住して子育てができる魅力ある仕組み作りが必要である。 

事 業 内 容 

１ 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行うための仕組みの構築 
○少子化対策県民運動等推進事業（県事業） 

結婚したい人が結婚でき、子どもを産みたい人が安心して産み育てられる地域社会づくりをめざして、多様な主

体の参画を得ながら少子化対策に関する県民運動を展開 

２ 結婚に向けた情報提供等 
○みえの出逢い支援事業（県事業） 
結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目ない支援」の実現に向け、結婚に向けた情報提供等に取

り組む。 
３ 妊娠・出産に関する情報提供 
○思春期保健教室事業（新規） 

 小中学生を対象に、子どもの出産過程の教育を実施し正しい知識を情報提供する。（幼少期から妊娠・適正妊娠

時期・出産（不妊を含む。）についての正しい知識を付与するという先駆的な取り組みである。） 

思春期児童（小学６年生×５校、中学３年生×２校）に対し、助産師による命の大切さや愛され感について、胎

児人形や出産スライドなど媒体を使い講義する。また、中学生については、性について産婦人科医が思春期の性を

中心に講義する。それぞれ、町内の各学校で実施する。 

 

４ 結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 
○健やか親子支援事業（県事業） 

出産前後の妊産婦の支援の強化のため、医療機関を含めた周産期からの関係機関のネットワーク構築事業を行う。 

事 業 の 効 果 
○思春期保健教室事業（新規） 

思春期において正しい知識を習得することにより、出産に対して適切な計画設定ができるようになる。 

都 道 府 県 と の 
連 携 方 法 

町独自事業と合わせ県実施事業とも相互連携を図りながら結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目のない支援」を展

開していきます。 

 


